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地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
地
方
交
付
税
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二

附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
中
「
こ
の
条
の
」
を

年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
こ
の
条
の
」
に
改
め
る
。

（
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
の
表
道
府
県
の
項
中
「
六
八
〇
」
を
「
一
、
〇
七
〇
」
に
改
め
、
同
表
市
町
村
の
項
中
「
五
二
六
」

を
「
八
三
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
二
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
）
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第
二
条

平
成
二
十
二
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
以
内
の
額
を
、
同
年
度
内
に
交
付
し
な
い
で
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
交
付
税
法
（
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
で
ま
だ
交
付
し
て
い
な

い
額
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

新
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

平
成
二
十
二
年
度
分
に
係
る
新
法
第
十
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交

付
税
の
額
の
合
算
額

ロ

イ
に
規
定
す
る
合
算
額
の
九
十
四
分
の
六
に
相
当
す
る
額
に
新
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
算
入
さ
れ
た
額
を
加
算
し
た
額
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理

由

地
方
財
政
の
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
雇
用
対
策
・
地
域
資
源
活

用
臨
時
特
例
費
の
単
位
費
用
を
改
定
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


